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同 宮 池 明  

同 内 藤 智 司  

令和 年度決算に基づく財政健全化及び公営企業経営健全化

審査意見書の提出について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 年法律第 号）第 条

第 項及び第 条 第 項 の 規 定 に よ り 審査に付された、令和 年度決算に

基づく健全化判断比率及び資 金 不 足比 率 について審査した結果、次のとお

り意見書を提出します。  
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単 純 差 引 数 値 で あ る 。

注 皆 無 又 は 該 当 数 値 な し の 場 合 は 「 － 」 で 表 示 し て い る 。

各 表 中 に 用 い る 年 度 の 元 号 に つ い て は 、 表 示 を 省 略 し て い る 。
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第２ 審 査 期 間

令和 年 月 日から同年 月 日まで

第３ 審 査 方 法

健全化判断比率及び各公営企業の資金不足比率並びにその算定の基礎とな

る事項を記載した書類について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づいて作成されているか、決算書類等関係帳票の照合等を行うとともに、関

係者から説明を求め、審査を実施した。

第４ 審 査 結 果

審査に付された、次の健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基

礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認めた。

 

１ 健全化判断比率

   
（単位 ％）

比 率 名 年度 年度 比較増減 早期健全化基準

⑴ 実 質 赤 字 比 率
―  ―  ―  

11.25  
(4.80) (6.68) (△  1.88) 

⑵連結実質赤字比率
―  ―  ―  

16.25  
(18.05) (18.37) (△  0.32) 

⑶ 実 質 公 債 費 比 率

（ か 年 平 均 ）
9.5 9.9 △  0.4 25.0 

⑷ 将 来 負 担 比 率 90.0 103.7 △  13.7 350.0 

注 実質赤字比率及び連結実質赤字比率 を「－」と記載している のは、

実質赤字額及び連結実 質赤字額がないことを 示す。

括弧 内 の 数 値は 、 実質 黒 字 額 及 び連 結 実 質黒 字 額 を 基 に算 定 し た

黒字比率である。
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各比率については、次のとおりである。  

⑴ 実質赤字比率

実質赤字比率は、一般会計等の税金を主な収入源としている会

計の実質収支額（赤字額）の標準財政規模に対する比率であり、

財政運営の深刻度を示している。

本年度の一般会計等における実質収支額は、 億 万 千円

の黒字で前年度に比べ 億 万 千円減少した。

一般会計等における実質収支額が黒字となったため、実質赤字

比率は算定されない。

一 般 会 計 等 の 実 質 赤 字 額
実 質 赤 字 比 率 ＝ ───────────────────────────

標 準 財 政 規 模

（ 単 位 ： 千 円 ）
（ 参 考 ） 一 般 会 計 等 の 実 質 黒 字 額

実 質 黒 字 比 率
＝ ─────────────────────────── ×

標 準 財 政 規 模

 

実質赤字比率の対象となる一般会計等の実質収支額の内訳 単位：千円

区 分 年度 年度 比較増減

一 般 会 計 3,886,832 5,499,997 △  1,613,165 

住宅新築資金等貸付金特別会計  9,804 ―  9,804 

土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計         ―          ―    ― 

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計     ―      ―           ― 

合 計 3,896,636 5,499,997 △  1,603,361 

注 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計決算において実質黒字が計上されているが、黒字額は翌年度に貸し付ける
財源となるため、実質赤字比率算定上は実質黒字として扱われない。

標準財政規模
 

（単位：千円

標準財政規模
年度 年度 比較増減

81,083,056 82,315,330 △  1,232,274 

注 標準財政規模とは、歳入のうち、地方交付税算定上の市税、地方交付税等の一般財源の標準規模に臨時財政
対策債発行可能額（地方交付税の振替として起債できる臨時財政対策債の発行限度額）を加算した額である。
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本年度の標準財政規模は 億 万 千円で、前年度に比べ

億 万 千円減少した。これは主に、臨時財政対策債発行可

能額が減少したことによるものである。

⑵ 連結実質赤字比率

連結実質赤字比率は、各会計の実質収支額を合算した全体の赤

字額の標準財政規模に対する比率であり、市全体としての運営の

深刻度を示している。

本年度の全会計における実質収支の合計額は、 億 万 千

円の黒字となり、前年度に比べ 億 万円減少した。

上記合計額が黒字となったため、連結実質赤字比率は算定され

ない。

連 結 実 質 赤 字 額
連 結 実 質 赤 字 比 率 ＝ ───────────────────────

標 準 財 政 規 模

（ 単 位 ： 千 円 ）

（ 参 考 ） 連 結 実 質 黒 字 額
連 結 実 質 黒 字 比 率

＝ ─────────────────────── ×

標 準 財 政 規 模

連結実質赤字比率の対象となる会計の実質収支額の内訳 （単位：千円

区 分 年度 年度 比較増減

一 般 会 計 等 3,896,636 5,499,997 △  1,603,361 

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 55,179 58,054 △  2,875 

介 護 保 険 特 別 会 計 884,222 856,778 27,444 

後期高齢者医療特別会計 20,875 18,427 2,448 

水 道 事 業 会 計 7,822,015 6,858,694 963,321 

下 水 道 事 業 会 計 1,925,123 1,794,658 130,465 

病 院 事 業 会 計 36,041 36,913 △  872 

合 計 14,640,091 15,123,521 △  483,430 
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⑶ 実質公債費比率

実質公債費比率は、一般会計等が 年間に支払った借入金の返済

額及び準元利償還金として一般会計が繰り出した額の合計額の標

準財政規模に対する比率（ か年平均）である。この比率が高まる

ほど、財政における弾力性の低下を示している。

本年度の実質公債費比率（ か年平均）は ％となり、前年度

に比べ ポイント低くなった。

なお、早期健全化基準 ％を下回っている。

単年度指数は ％となり、前年度に比べ ポイント低くなっ

た。これは主に、地方債の元利償還金が前年度に比べ 億 万

千円減少したことによるものである。

 

（ 単 位 ： 千 円 ）

元利償還金・準元利
償 還 金 に 係 る 基 準

地 方 債 の 元 利 償 還 金 準 元 利 償 還 金 特 定 財 源 財 政 需 要 額 算 入 額

実 質 公 債 費 比 率 （ ＋ ） － （ ＋ ）
＝ ──────────────────────────────────────── ×

（ か 年 平 均 ） －

標 準 財 政 規 模 元利償還金・準元利
参 考 （ 単 年 度 指 数 ） 償 還 金 に 係 る 基 準

令 和 年 度 ％ 財 政 需 要 額 算 入 額

令 和 年 度 ％

（注） 準元利償還金とは、公営企業会計等が発行した地方債の償還に対する一般会計からの繰入金

である。

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額とは、事業を行うために地方債を発

行して財源調達した場合に、その償還額の全部又は一部が基準財政需要額（標準的な行政サー

ビスに必要と考えられる額）に算入され、地方交付税に算入されると見込まれる額のうち地方

交付税として、その年に算入された額である。
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⑷ 将来負担比率

将来負担比率は、借金額（一般会計等が将来負担することが見

込まれる額）の標準財政規模に対する比率であり、市が背負って

いる借金の重さを示している。

本年度の将来負担比率は ％となり、前年度に比べ ポイ

ント減と大幅に改善した。これは主に、一般会計等の地方債現在

高が、前年度に比べ 億 万 千円減少したことなどにより将

来負担額が 億 万 千円減少したことによるものである。

なお、早期健全化基準 ％を下回っている。

（ 単 位 ： 千 円 ）

地 方 債 現 在 高 等 に
係る基準財政需要額

将 来 負 担 額 充 当 可 能 基 金 特 定 財 源 見 込 額 算 入 見 込 額

将 来 負 担 比 率 － （ ＋ ＋ ）
％ ＝ ────────────────────────────────────────── ×

－
標 準 財 政 規 模 元利償還金・準元利

償 還 金 に 係 る 基 準

財 政 需 要 額 算 入 額

 
（注） 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額とは、事業を行うために地方債を発行して財源調達した場合に、

その償還額の全部又は一部が基準財政需要額（標準的な行政サービスに必要と考えられる額）に算入され、地方交付

税に算入されると見込まれる額である。 
 
 

将来負担額の内訳 （単位：千円

区 分 年度 年度 比較増減

一 般 会 計 等 の 地 方 債 現 在 高 189,587,448 200,230,471 △  10,643,023 

債 務 負 担 行 為 に 基 づ く 支 出 予 定 額
5,089 8,314 △  3,225 

（建物の建設費等への支払に該当するもののみ）

公営企業会計等が有する地方債の償還に充てるため
16,738,145 19,728,414 △  2,990,269 

一 般 会 計 が 負 担 す る 見 込 額

職員に対する退職手当支給予定額のうち
16,206,598 16,886,306 △  679,708 

一 般 会 計 の 負 担 見 込 額

合 計 222,537,280 236,853,505 △  14,316,225 
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充当可能財源等の内訳 （単位：千円

区 分 年度 年度 比較増減

充 当 可 能 基 金 10,396,082 11,117,872 △  721,790 

特 定 財 源 見 込 額 28,183,454 28,471,649 △  288,195 

基 準 財 政 需 要 額 算 入 見 込 額 119,199,274 121,577,186 △  2,377,912 

合 計 157,778,810 161,166,707 △  3,387,897 

 
２ 資金不足比率  

    
（単位：％）

会 計 区 分 年度 年度 経営健全化基準

法

適

用

⑴水 道 事 業 会 計 ―  ―  

20.0  ⑵下水道事業会計 ―  ―  

⑶病 院 事 業 会 計 ―  ―  

注 資金不足比率を「－」と記載しているのは、資金不足額がないことを示す。

 

資金不足比率は、公営企業ごとに算定した資金不足額の、事業規模

に対する比率であり、営業収益に相当する収入を事業規模としている

ことから、この比率が高いほど事業収入で資金不足を解消することが

困難であることを示している。

本年度の水道事業会計、下水道事業会計及び病院事業会計において

資金不足額がないことから、いずれも資金不足比率は算定されない。

⑴ 水 道 事 業 会 計

－ －

－ － －  
（算定されず）＝                                   ×

－

解消可能資金不足額 流動資産 
資金不足比率 

流動負債 

受託工事収益の額 営業収益の額 

控除財源 

控除未払金等 控除企業債等 
（ 単 位 ： 千 円 ） 
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⑵ 下 水 道 事 業 会 計

－ －

－ － －  
（算定されず）＝                                   ×

－

⑶ 病 院 事 業 会 計

－ －

－ － －  
（算定されず）＝                                   ×

－

（注） 資金不足額＝（流動負債－控除企業債等－控除未払金等）－（流動資産－控除財源）

－解消可能資金不足額

事業規模＝営業収益の額－受託工事収益の額

３ むすび

健全化判断比率である実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公

債費比率（ か年平均）及び将来負担比率並びに資金不足比率の各比

率は、いずれも国の示す基準の範囲内であった。

将来負担比率については中核市の中において最下位レベルではあ

るものの、将来負担額である地方債現在高が前年度に比べ約 億

円減少したことが大きく貢献し、将来負担比率が ％と大幅に改

善したことは評価できるところである。一方で、今後、新クリーン

センターの建設等の大規模な事業も予定されていることから、市債

発行額の増加が見込まれるところである。

そのため、元利償還に対し地方交付税が措置される市債の有効活

用を図るなど、将来を十分に見据えた健全な財政運営に努められる

ことを要望する。

解消可能資金不足額 流動資産 
資金不足比率 

流動負債 

受託工事収益の額 営業収益の額 

控除財源 

解消可能資金不足額 流動資産 
資金不足比率 

流動負債 

受託工事収益の額  営業収益の額 

控除財源 

控除未払金等 

控除未払金等 

控除企業債等 

控除企業債等 

（ 単 位 ： 千 円 ） 

（ 単 位 ： 千 円 ） 
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